
[総務部 総務課 所管］ 

○総務事務に要する経費（02010104） 59,107,573 円（11,269,731 円） 決算書 P74 

〈一財：59,107,573 円〉 

（目的） 

  顧問弁護士契約、訴訟事務及び行政手続法業務の管理等により、全庁的な業務の円滑な推進

を図る。 

（内容） 

・訴訟等に対応するための弁護士委託 

（効果） 

  業務委託により円滑な業務執行に効果を上げた。 

 

○区長会に要する経費（02010105） 18,712,140 円（19,484,286 円） 決算書 P76 

〈一財：18,712,140 円〉 

（目的） 

  本市住民の行政連絡の利便を図るとともに、市内小学校区域ごとの区長会相互の連絡協調を

図り、市政の振興を期する。 

（内容） 

・区長報償 

・区長会連合会への補助 

（効果） 

  自治組織及び区長会連合会組織の円滑化により、コミュニティの推進に効果を上げた。 

 

○職員研修に要する経費（02010107） 867,847 円（391,429 円） 決算書 P78 

〈一財：867,847 円〉 

（目的） 

   職務遂行に必要な能力、市町村を取り巻く行政課題を解決する能力等の向上を目的として、

住民の多種・多様なニーズに対し的確に対応できる職員を育成する。 

（内容） 

  研修実績 101 人                          （単位：人） 

 

（注１）自治研修所                           （単位：人） 

区 分 研  修  名 対 象 受講人数 

自主研修 新任職員の研修 令和２年度新規採用職員  7 

派遣研修 自治研修所 （注 1） 30 

常総広域共同研修 （注 2） 61 

県西都市人事協議会共同研修 指定職員  3 

区 分 研  修  名 受講人数 

講師養成 地方財務事務講師養成研修  2 

接遇講師養成研修  1 

特別研修 地方自治講座  3 

法制執務講座  3 

政策法務講座  1 

シティプロモーション講座  2 

危機管理講座  2 

業務マニュアル作成力向上講座  5 



（注２）常総広域共同研修                       （単位：人） 

（効果） 

  公務員としての意識の高揚及び職務遂行のための知識習得に寄与することができた。 

 

○特別定額給付金支給に要する経費（02010112） 5,382,212,514 円（新規事業） 決算書 P80 

〈国・県：5,381,760,292 円 一財：452,222 円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・国補：特別定額給付金給付事業費補助金    5,365,700,000 円 

  ・国補：特別定額給付金給付事務費補助金      16,060,292 円 

（目的） 

  国の新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、人々が連帯して、一致団結し、見えざ

る敵との闘いという困難を克服しなければならないと示され、このため、簡素な仕組みで迅速

かつ的確に家計への支援を行う。 

（内容） 

 ・1 人当たり 10 万円を 20,647 世帯 53,657 人に給付した。 

（効果） 

  迅速に支援することができた。 

 

○文書法制に要する経費（02010202） 11,057,047 円（13,810,150 円） 決算書 P84 

〈一財：11,057,047 円〉 

（目的） 

  行政事務の効率化、情報公開制度への対応及び行政情報化の推進を目指して文書管理ルール

を維持し、執務環境の整備を図る。 

（内容） 

・料金後納制度による文書発送 

・職員による区長への文書配布業務 

・市例規集データ更新委託等 

（効果） 

  文書発送については、郵送によるカスタマバーコードの導入により、経費節減を図った。 

また、区長への文書配布については、職員により月２回の配布とし、効率的運営を図った。 

 

○電算処理に要する経費（02011001） 114,052,308 円（91,542,879 円） 決算書 P104 

〈国・県：6,345,000 円 一財：107,707,308 円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・国補：マイナポイント事業費補助金        3,078,000 円 

女性職員キャリアデザイン講座  4 

ファシリテーション研修  4 

マイナンバー制度講座  2 

地方公会計基礎講座  1 

区 分 研  修  名 受講人数 

特別研修 発想力開発研修  5 

階層別研修 現任課長補佐研修  4 

監督者第二部課程研修  5 

第二部職員課程研修 19 

第一部職員課程研修 21 

新規採用職員研修（後期）  7 



  ・国補：社会保障・税番号制度システム整備費補助金 3,267,000 円 

（目的） 

  庁内ネットワークの充実、国及び地方公共団体間のネットワーク化により情報の共有化を進

め、電算処理業務の迅速化を図るとともに、電子自治体の構築を推進し、市民サービスの向上

を図る。 

また、電算システムの適切な管理を行い、処理の迅速性・正確性等事務処理の効率化を図る

とともに、電算事務の簡素化、省力化を図り、電算経費の削減に努める。 

（内容） 

 ・統合型地図システム構築 

   各課個別で管理していた地図システムを相互でデータの活用ができるようシステムの統合

化を行った。 

・端末機等の交換 

  老朽化した端末機については端末配置計画に基づき交換を行った。 

 ・マイナポイント事業受付業務 

   マイナンバーカード普及のため実施されているマイナポイント事業の受付窓口を設置した。 

（効果） 

各課個別で管理していた地図システムを統合することにより、データの共有化や運用経費の

低減を図った。 

老朽化した情報系端末機器を更新したことにより、システムの安定稼動を図った。 

マイナポイント受付窓口の設置により、ＩＴ機器に不慣れな市民でもマイナポイントを利用

できるよう受付窓口を設置し、申請支援を実施した。 

 

○地域公民館補助に要する経費（02011402） 2,372,000 円（12,611,000 円） 決算書 P108 

〈一財：2,372,000 円〉 

（目的） 

  地域公民館の改修等の補助を行い、地域のコミュニティ活動の場としての施設の充実を図る。 

（内容） 

 ・改修工事 5 件   ・補修工事 2 件   ・備品購入 4 件    

（効果） 

  地域住民のための集会、コミュニティの増進に役立てられている。 

 

○諸選挙費（02040301） 18,223,909 円（21,799,815 円） 決算書 P122 

〈一財：18,223,909 円〉 

（目的） 

  任期満了に伴い、選挙を執行する。 

（内容） 

（効果） 

  円滑かつ適正に執行できた。 

 

［総務部 管財課 所管］ 

○契約事務に要する経費（02010110） 3,779,665 円（3,410,849 円） 決算書 P80 

[総務部 総務課 所管 246,400 円含む] 

〈一財：3,779,665 円〉 

種    別 執行日 執行経費 投票率 

坂東市長選挙 令和 3年 3 月 28 日 18,223,909 円 39.48% 



（目的） 

入札の執行にあたっては透明性及び公正性を図るとともに、競争性を高め経費の削減を図る。 

（内容） 

 ・茨城県入札参加資格電子申請システム（建設工事・建設コンサルタント業務）の共同利用に 

  参加し、競争入札参加資格審査申請を受け付けた。 

・電子入札システムを利用し、入札制度の透明性、競争性の向上に努めた。 

執行件数：一般競争入札（電子）45 件、指名競争入札 177 件 

  ・企業経営審査情報システムの情報提供により、建設業者のランク付け等の基礎データとして

活用した。 

                                     （単位：円） 

業務名 使用料及び賃借料 

入札参加資格電子申請システム使用料 814,661 

電子入札システム使用料  2,474,131 

企業経営事項審査情報使用料   132,000 

（効果） 

  茨城県入札参加資格電子申請システムの共同利用に参加し、事務の効率化が図れた。また、

電子入札システムによる安全かつ公正な電子入札を実施し、競争性の向上やコストの縮減・事

務の効率化を図ることができた。 

 

○財産管理に要する経費（02010501） 46,558,359 円（11,104,755 円） 決算書 P86 

〈その他：2,955,182 円 一財：43,603,177 円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・使用料：行政財産使用料                                 1,191,042 円 

・使用料：市民研修所使用料                        166,140 円 

  ・諸収入：職員駐車場利用料                1,598,000 円 

（目的） 

  公有財産（市有地）の適正な維持管理を行うことで、防犯及び火災防止等を図る。 

（内容） 

 ・職員駐車場整備予定地 2,610.81 ㎡を取得した。 

・市有地 19 ヶ所 52,906.01 ㎡の除草等を実施した。 

（単位：円） 

業務名 委託料 内        容 

 

 

市有地雑草除去等委

託 

 

86,031 高速バス等猿島発着場 

2,631,600 

辺田警察官舎前、幸田・みどり町地内、旧共済組合跡

地、高速バス等岩井発着場周辺、辺田地内、新町職員

駐車場、旧南住宅跡地、さしま窓口センター周辺、沓

掛工業団地、山・菅谷・逆井・沓掛・生子地内 

公有財産システム管

理業務委託 
462,000 

市有地の管理台帳システム 

（効果） 

 市有地の適正な維持管理が図れた。 

（課題） 

  未利用地については、公共事業用地や代替地として有効利用を図るとともに、公有財産管理

システムにより未利用市有地の活用方法について、検討していく必要がある。 

 

 



○庁舎維持管理に要する経費（02010502） 166,564,829 円（180,160,068 円） 決算書 P88 

 [市民生活部 さしま窓口センター 所管 1,449,484 円含む] 

〈その他：4,733,915 円 一財：161,830,914 円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・使用料：行政財産使用料              4,047,213 円 

  ・諸収入：広告掲載料             440,000 円 

  ・諸収入：電子コピー複写サービス料      35,950 円 

  ・諸収入：災害共済保険金受入金         197,395 円 

   ・諸収入：公衆電話使用料                 2,390 円 

  ・諸収入：建物総合損害共済解約返戻金     10,967 円 

（目的） 

庁舎施設を適正に維持管理することにより、事務執行の効率化を図るとともに、来庁者への

快適な環境でのサービス提供に努める。また、施設の適切な管理を行うことによりコスト削減

に努める。 

（内容） 

庁舎及び各施設の法定に基づく定期点検、清掃・警備等を委託した。 

主な施設管理業務委託                            （単位：円） 

業務名 委託料 内        容 

施設保守管理業務 40,259,450 空調設備保守管理ほか 8業務 

施設警備業務 13,611,400 庁舎常駐及び機械警備ほか 20 施設 

施設定期清掃等業務 13,104,555 庁舎ほか 14 施設 

施設日常清掃業務 8,650,833 庁舎ほか 4施設 

電話交換業務 7,152,000 庁舎電話交換業務 

自動ドア保守点検業務 1,394,800 庁舎･附属庁舎・斎場 

電気保安業務 3,080,000 庁舎ほか 17 施設電気工作物保安管理 

庭木手入れ委託料 1,914,000 庁舎緑化メンテナンス等 

電話交換機保守管理業務 2,072,400 庁舎 

庁舎設備管理委託料 9,872,500 庁舎 

ＰＣＢ調査委託料 2,981,189 附属庁舎・旧猿島庁舎 

庁舎エレベーター点検業務 4,191,000 庁舎・岩井公民館 

主な改修工事等                                                         （単位：円） 

工事名 工事請負費 内        容 

庁舎車寄修繕工事 209,000 庁舎正面玄関前の車寄修繕 

電話交換室カーテン等設置

工事 

363,000 電話交換室の防音のためカーテン設置 

庁舎会議室ガラスフィルム

貼工事 

297,000 会議室にガラスフィルム施工 

（効果） 

各公共施設を適切に管理するために、委託事業を行い円滑な運営ができた。 

 

○車両運行管理に要する経費（02010503） 13,244,786 円（21,223,675 円） 決算書 P90 

 [市民生活部 さしま窓口センター 所管 297,260 円含む] 

〈その他：44,398 円 一財：13,200,388 円〉 

＊特定財源積算根拠 

  ・諸収入：自動車損害共済解約返戻金         22,762 円 

  ・諸収入：自動車損害賠償責任保険解約返戻金     12,070 円 



  ・諸収入：自動車重量税返戻金             9,566 円 

（目的） 

市が所有する中型バスを適切に維持管理し、公共的また市が必要と認める団体が行う事業の

利用のためバスを運行し、一部の業務を民間委託することで円滑な運行管理に努める。 

（内容） 

・中型バスの運転業務の一部を民間業者に委託した。   

    委託日数 4日 144,924円 

（効果） 

  中型バスの適切な維持管理及び各団体等が行う事業の利便を図ることができた。 

（課題） 

  市の所有する中型バスは、平成７年１月取得の走行距離約４９万㎞と平成１３年３月取得の 

 走行距離約２７万㎞の２台で運行しており、安全運行のための車検・点検・修繕等に費用を要

している。 

 

○住宅維持管理に要する経費（08050101） 17,777,671 円（21,690,318 円） 決算書 P264 

〈国・県：4,405,000 円 その他：7,775,214 円 一財：5,597,457 円〉 

＊特定財源積算根拠  

 ・国補：社会資本整備総合交付金（公営住宅等ストック総合改善事業） 4,405,000 円 

・使用料：住宅使用料                                       7,768,314 円 

 ・手数料：各種証明等手数料                                        6,900 円 

（目的） 

  住宅に困窮する低額所得者に対し、低廉な家賃で賃貸する市営住宅を供給し管理することで、

市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与する。 

（内容） 

  ・市営住宅管理状況 

   藤田住宅 7棟 122 戸 ・辺田山中住宅 4棟 20 戸 ・さしま住宅 3棟 36 戸 

・業務委託                               （単位：円） 

業務名 委託料 内        容 

飲料水槽等清掃業務 434,500 藤田・さしま住宅 

エレベーター保守点検業務 2,081,200 藤田住宅Ｆ・Ｇ、さしま住宅Ｂ・Ｃ 

遊具点検業務 124,300 辺田山中住宅、藤田住宅、さしま住宅 

消防設備点検業務 440,000 藤田・さしま住宅 

  ・改修工事 

工事名 工事請負費 内        容 

外壁等改修工事 9,790,000 藤田住宅Ｂ棟 

（効果） 

  住宅に困窮する低額所得者の生活の安定と福祉の増進に寄与することができた。 

 

［総務部 課税課 所管］ 

○市民税事務に要する経費（02020102） 9,466,897 円（4,934,747 円） 決算書 P110 

〈一財：9,466,897 円〉 

（目的） 

  課税資料に基づき市民税(個人・法人)の適正な課税を図る。 

（内容） 

  市民税(個人・法人)の申告書及び給与支払報告書等課税資料の管理により適正賦課に努めた。 



（効果） 

  適正課税をすることにより市の財源の確保が図れた。 

（課題） 

  特別徴収事業所の指定強化及びエルタックスを利用した個人住民税、法人市民税の電子手続

利用促進を図る。 

 

○資産税事務に要する経費（02020103） 22,915,271 円（27,648,322 円） 決算書 P112 

〈その他：1,971,040 円 一財：20,944,231 円〉 

＊特定財源積算根拠 

・手数料：税務諸証明手数料            1,928,790 円 

・諸収入：土地評価基準作成土地精通者謝金       42,250 円 

（目的） 

  固定資産税の課税客体を正確に把握することにより、課税内容の適正化、負担の公平化を図

るとともに、財源の確保を推進する。 

（内容） 

固定資産基礎資料更新業務             5,302,000 円 

土地・家屋の各種図面、課税客体の適正管理を推進し、固定資産の評価事務及び現況調査事

務の正確かつ迅速化を進めた。 

  時点修正鑑定評価業務               1,210,000 円 

  1 月 1 日の調査基準日の価格が 7 月 1 日現在で下落している場合は、価格を評価額に反映さ

せるための措置を講ずることとなっており、その価格把握のための調査を委託した。 

  空中写真共同撮影事業負担金            7,802,240 円 

  県内市町村と共同で航空写真の撮影を行い、家屋の状況及び土地の利用状況の把握を進めた。 

（効果） 

  課税客体である土地、家屋の異動は増加傾向にあり、各種の図面、課税資料をデータ化しコ

ンピュータで管理することにより、適正課税を推進するとともに事務の迅速化・住民サービス

の向上を図ることができた。 

（課題） 

  課税客体の異動並びに課税資料の正確な把握及び公平な負担の推進が求められている。 

 

○管理事務に要する経費（02020104） 4,448,037 円（2,469,880 円） 決算書 P112 

〈その他：2,417,360 円 一財：2,030,677 円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・手数料：税務諸証明手数料             2,357,410 円 

・諸収入：原動機付自転車標識弁償金          19,800 円 

・諸収入：電子コピー複写サービス料                   40,150 円 

（目的）  

  軽自動車税の課税客体を正確に把握することにより、課税内容の適正、公平化を図る。また、

適正な課税に基づく迅速な税務関係証明を交付することにより、市民生活の円滑化を図る。 

(内容) 

 ・賦課資料に基づき課税した台帳や書類の管理 

 ・公簿による税務関係証明の交付 

  税務関係証明交付件数                      （単位：件、円） 

証明の種類 件数 手数料 

所得証明 1,501 450,300 



非課税証明 1,671 501,300 

課税証明 2,555 766,500 

税証明（コンビニ交付分） 75 15,000 

納税証明 3,070 921,000 

土地家屋証明（評価・所有不動産・登載） 3,384 1,015,200 

公課証明 478 143,400 

諸証明（現況・事業所所在証明・その他） 167 50,100 

土地公図写 118 35,400 

閲覧・名寄・課税明細 392 117,600 

住宅用家屋証明 208 270,400 

合計 13,619 4,286,200 

（効果） 

  適正な課税に基づく軽自動車税の賦課及び税務関係証明を交付することにより、住民サービ

スの向上を図ることができた。 

（課題） 

  関係機関との連携の強化及び異動に伴う申告の周知を図り、適正な課税客体の把握に努めて

いかなければならない。 

 

○市税還付に要する経費（02020105） 23,291,395 円（29,942,288 円） 決算書 P114 

〈一財：23,291,395 円〉 

（目的） 

  賦課資料に基づき適正に賦課する。 

（内容） 

個人市民税： 8,492,095 円（更正申告等） 

  法人市民税： 7,443,000 円（確定申告、還付加算金等） 

  固定資産税： 7,311,100 円（償却資産修正申告、家屋滅失漏れ、土地課税錯誤等） 

  軽自動車税：    45,200 円（廃車申告書漏れ等） 

（効果） 

  適正課税が図れた。 

（課題） 

  期限内申告の推進を図る。 

 

［総務部 収納課 所管］ 

○賦課徴収事務に要する経費（02020201） 61,443,497 円（55,072,407 円） 決算書 P114 

 [総務部 総務課 所管 40,456,680 円含む] 

〈その他：1,502,050 円 一財：59,941,447 円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・手数料：督促手数料                         1,502,050 円 

（目的） 

  収納率の向上と滞納額の縮減 

（内容） 

・滞納整理の徴収嘱託員による訪問徴収 



 ・茨城租税債権管理機構の活用 

（効果） 

・徴収員収納状況（徴収員 2人） 

   報酬             3,518,336円 

徴収額            25,951,150円（現年度  933件、滞納分  510件） 

内訳（資産・市民・軽自）  13,142,566円（現年度  546件、滞納分 232件） 

      （国保）        11,410,184円（現年度  299件、滞納分 234件） 

      （後期）         900,000円（現年度   48件、滞納分  24件） 

      （介護）         498,400円（現年度   40件、滞納分  20件） 

徴収割合              0.27％（R2 年度市税等収入額 9,667,133,849 円） 

・茨城租税債権管理機構 

   負担金額             5,778,000円 

   R2年度移管状況 

    移管件数               27件 

    移管金額            32,028,386円 

    徴収金額（R1移管分含む）   29,224,281円 

（課題） 

  現年分収納率の向上に向け、電話催告、納税相談等の充実強化、納税意識を喚起するための

催告方法の検討、適正な滞納処分の執行に努めなければならない。 

 

［総務部 交通防災課 所管］ 

○防犯対策に要する経費（02010901） 23,752,370 円（24,717,401 円） 決算書 P104 

〈一財：23,752,370 円〉 

（目的） 

 犯罪の起こりにくい環境づくりをするため、警察、防犯団体、地域の自主防犯活動団体等と

連携、協力し、防犯対策や防犯活動を進めるとともに、防犯灯、防犯カメラ、防犯看板等を充

実させることにより、更なる犯罪抑制効果を図る。また、防犯灯の球切れや故障等への迅速な

対応を行っているが、省エネに取り組むため、寿命が長く消費電力が少ないＬＥＤ防犯灯への

移行を推進する。 

（内容） 

（単位：千円） 

防犯灯修理 328 基 2,514 

ＬＥＤ防犯灯新設 88 基 3,729 

ＬＥＤ防犯灯への交換 28 基 1,147 

防犯カメラ設置 2 基 439 

（効果） 

犯罪の起こりにくい環境を整備することができ、安全で安心して暮らせる地域社会づくりを

推進することができた。また、防犯灯ＬＥＤ化を推進することにより、環境に配慮した防犯対

策を実施することができた。 

 

○交通安全指導推進に要する経費（02070101） 10,034,144 円（8,377,902 円） 決算書 P130 

〈一財：10,034,144 円〉 

（目的） 

  警察や交通安全関係団体と連携して、道路利用者の交通安全意識の高揚を図り、交通ルール

の遵守と交通マナーの向上を推進し、高齢者や子ども等誰もが安全で安心して利用できる道路



交通環境を整える。 

（内容） 

・交通関係団体の育成指導 

  各団体の活動を効果的に推進するために補助金を交付した 

  坂東市交通安全推進協議会・・・・・・・  732,651 円 

  坂東市交通安全母の会・・・・・・・・・1,565,438 円 

坂東市交通安全指導員連絡協議会・・・・ 278,636 円 

・交通安全教室開催状況 

 こども園・・・・・３回（167 人） 

  小学校・・・・・・８回（426 人） 

 ・高齢者免許証自主返納等支援事業 

  運転免許証を自主返納等した高齢者を対象に 15,000 円分の公共交通利用券を交付した 

  交付件数 90 件 

（効果） 

警察や交通安全関係団体と連携し、交通安全対策事業を実施したことにより、道路利用者に

交通安全思想の普及と交通道徳の高揚を図ることができた。 

 

○交通安全施設整備に要する経費（02070102） 8,308,464 円（8,436,731 円） 決算書 P130 

〈一財：8,308,464 円〉 

（目的） 

  道路利用者の視点に立ち安全で快適な道路交通環境の確立をめざし、通学路や危険箇所等に、

道路標識や道路反射鏡、区画線等の交通安全施設を整備し、道路利用者の安全確保、交通事故

防止を図る。 

（内容） 

道路反射鏡 

 

 

新設 ４３基 

撤去 １８基 

修繕 ５８基 

区画線 修繕 ３箇所 

ポストコーン 撤去 ４基 

修繕 １６基 

交通安全看板 新設 ５基 

撤去 １基 

修繕 ２基 

警戒標識 新設 ２基 

撤去 ４基 

修繕 １１基 

（効果） 

交通安全施設を設置、補修したことにより、安全で安心な道路交通環境の推進が図られた。 

 

○常備消防に要する経費（09010101） 694,268,500 円（691,336,000 円） 決算書 P266 

 [企画部 企画課 所管 691,336,000 円含む] 

〈一財：694,268,500 円〉 

（目的） 

  坂東消防署の老朽化により、移設に伴う適正な用地の選定を多方面から検討する必要がある。 

 



（内容） 

 ・移設に伴う適正な候補用地調査の委託 

 ・用地選定委員会の実施 

 ・用地及び植木の鑑定評価委託 

（効果） 

  移設候補地の地権者と交渉をするため、用地の選定、調査及び鑑定評価を実施し、用地買収

に向けて進めることができた。 

 

○消防団活動に要する経費（09010201） 49,343,795 円（56,173,241 円） 決算書 P268 

〈その他：5,775,000 円 一財：43,568,795 円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・諸収入：消防団員退職報償金         5,775,000 円 

（目的） 

消防団員の装備の強化や規律訓練等をすることにより、災害現場における団員の安全管理と

更なる士気の高揚及び円滑な消防団活動を図る。 

（内容） 

・消防ポンプ操法訓練の実施と県西大会への参加（第２分団）※中止 

 ・新入団員３９人に貸与品（活動服、アポロキャップ、救助用編上げ靴等）を支給 

 ・消防団機関員講習の実施 

 ・県立消防学校入校による訓練の実施（火災防ぎょ、ポンプ操法、規律訓練）※中止 

 ・警戒活動の実施（春・秋火災予防週間や年末年始に火災予防活動） 

 ・火災による出場（５４件、延べ２４５分団） 

（効果） 

  訓練や研修等により消防技術を習得し、規律のとれた消火活動や火災予防活動等が実施でき、

円滑な消防団活動が図られた。 

 

○消防施設管理に要する経費（09010301） 8,428,864 円（8,515,376 円） 決算書 P270 

 [企画部 企画課 所管 5,400,000 円含む] 

〈一財：8,428,864 円〉 

（目的） 

  消防・防災活動の要となる施設の管理を充実することにより、火災や災害時に円滑な消防活

動を行えるようにする。 

（内容）    

  消防団車庫（詰所）の浄化槽保守点検・清掃委託 

  消防団車庫（詰所）の光熱水費 

（効果） 

  消防施設の適正な維持管理を行うことにより、円滑な消防活動が行える体制を確保すること

ができた。 

 

○消防車両に要する経費（09010302） 27,533,426 円（4,421,233 円） 決算書 P270 

 [総務部 管財課 所管 239,334 円含む] 

〈地方債：22,600,000 円 一財：4,933,426 円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

  ・地方債：消防防災施設整備事業債         22,600,000 円 

（目的） 

消防・防災活動の要となる消防車両を整備、充実することにより、火災や災害時に円滑な消



防活動を行えるようにする。 

（内容） 

 ・消防車両 17 台、水槽車 1台、指揮車 2台の車検・整備・維持管理 

 ・消防車両の購入（１３分団） 

（効果） 

  消防車両の維持管理を的確に行い、緊急時に備えることにより、円滑な消防活動体制を確保

することができた。 

 

○消防施設整備に要する経費（09010303） 3,186,109 円（1,814,732 円） 決算書 P272 

〈一財：3,186,109 円〉 

（目的） 

消防・防災活動の拠点となる施設を整備することにより、火災や災害時に円滑な消防活動を

行えるようにする。 

（内容） 

・防火水槽解体工事     8㎥ 2基 

・消防水利（消火栓）標識標示交換工事 

（効果） 

  迅速で的確な消火活動の実践が図られた。 

 

○防災対策に要する経費（09010501） 26,694,839 円（21,640,129 円） 決算書 P272 

〈その他：1,630,000 円 一財：25,064,839 円〉 

 ＊特定財源積算根拠 

・諸収入：防災ラジオ利用者負担金  1,630,000 円 

（目的） 

  防災体制の強化及び有事の際の緊急事態対処体制を整備し、市民の生命、身体及び財産を保

護するため、地域防災計画・国民保護計画・国土強靭化計画により、災害（有事）に強い都市

基盤の整備、地震災害・風水害からの安全確保、災害時要支援者の安全環境整備、防災拠点施

設の機能整備・強化、市民・防災関係機関・市職員の災害（有事）時行動力強化、地域に即し

た避難体制の確立、救援・救護体制の確立を図る。 

（内容） 

 ・災害用備蓄品の確保（主なもの 真空パック毛布１００枚、カンパン缶詰１，２４８食、    

クラッカー４，９００食、粉ミルク４８０袋、液体ミルク２４０缶） 

 ・飲料水兼耐震性貯水槽の管理 

・デジタルＭＣＡ無線機の管理 

・衛星携帯電話、タブレット端末、空撮システム（マルチコプター）の管理 

・防災無線（防災ラジオ）の整備、管理 

・災害時一斉通報システムの管理 

・被災者生活再建支援システムの管理 

（効果） 

災害に備えて非常用備品や飲料水の確保、非常用通信手段の確保、災害状況調査力の強化、

避難体制の確立、防災関係機関や市職員の行動力の強化、災害時支援協定の締結などにより救

急・救護体制や避難支援体制、応急復旧体制の強化が図られた。 

・防災ラジオ配付実績７，７０６台（Ｒ２年度末） 

・防災ラジオによる情報の配信（４４０件、５３０回） 

（課題） 

  災害（有事）時の地域住民への情報伝達手段とする防災ラジオ（戸別受信機）を各世帯に普



及させていく。併せて、メールやアプリでの情報提供についても積極的に周知していく。 

 

○防災訓練に要する経費（09010502） 414,394 円（948,752 円） 決算書 P276 

〈一財：414,394 円〉 

（目的） 

  甚大な被害が予想される河川の大規模氾濫、首都直下地震、その他の災害に際し、県・各関

係機関・地域住民が一体となり、応急対策や復旧活動など被害の軽減、二次災害の防止等のた

め、毎年、防災訓練を実施することにより防災活動の習熟、関係機関等の協力体制の強化及び

防災意識の高揚を図る。 

（内容） 

コロナ禍により、住民参加型の訓練ができないことから、茨城県との共催により、市職員及

び関係機関が参加して「茨城県・坂東市避難力強化訓練」を実施した。 

 ・新型コロナウイルス感染症に対応した避難所開設・運営訓練 

 ・避難情報伝達訓練 

 ・被害情報収集伝達訓練 

 ・要配慮者利用施設避難訓練 

 ・マイ・タイムライン作成の普及促進 

 ・水害から命を守るための啓発動画の作成と配信 

（効果） 

住民に対する迅速・的確な避難行動の普及啓発や避難所における新型コロナウイルス感染症

対策の確認及び訓練を実施することで、住民・市職員・関係機関の災害からの避難力が強化さ

れた。 

 


